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　長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和８年３月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一

長野県規則第13号

　　　長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例施行規則（令和４年長野県規則第46号）の一部を次のように改正する。

　第７条第３号のイ中「第10条の３」を「第10条の３第１項」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

　長野県産業投資応援条例に基づく不動産取得税の課税免除の手続に関する規則の一部を改正する規則をここに公布しま

す。

　　令和８年３月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一

長野県規則第10号

　　　長野県産業投資応援条例に基づく不動産取得税の課税免除の手続に関する規則の一部を改正する規則

　長野県産業投資応援条例に基づく不動産取得税の課税免除の手続に関する規則（平成17年長野県規則第24号）の一部を次のように改

正する。

　別表中「松川村」を「松川村　白馬村」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

産業立地・ＩＴ振興課

　通訳案内士法に基づき提出する書類の経由に関する規則を廃止する規則をここに公布します。

　　令和８年３月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一

長野県規則第11号

　　　通訳案内士法に基づき提出する書類の経由に関する規則を廃止する規則

　通訳案内士法に基づき提出する書類の経由に関する規則（昭和26年長野県規則第11号）は、廃止する。

　　　附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

観光誘客課

　森林法施行細則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和８年３月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一

長野県規則第12号

　　　森林法施行細則の一部を改正する規則

　森林法施行細則（昭和35年長野県規則第25号）の一部を次のように改正する。

　第４条の11中「第10条の３」を「第10条の３第１項」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

森林づくり推進課
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　県営住宅等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和８年３月26日

	 長野県知事　阿　部　守　一

長野県規則第14号

　　　県営住宅等に関する規則の一部を改正する規則

　県営住宅等に関する規則（昭和44年長野県規則第30号）の一部を次のように改正する。

　別表第１の１中「角間新田団地　ハイツ諏訪」を「ハイツ諏訪」に、「大町第２団地　社団地」を「社団地」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第１の１の改正規定中「大町第２団地　社団地」を「社団地」に改める部分は、

令和８年４月１日から施行する。

建築住宅課公営住宅室

都市・まちづくり課

　長野県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和８年３月26日

	 長野県公安委員会委員長　山　本　京　子

長野県公安委員会規則第３号

　　　長野県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

　長野県道路交通法施行細則（昭和35年長野県公安委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

　第26条中「第24条第12項」を「第24条第13項」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

東北信運転免許課

　職員の給与に関する規則及び職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和８年３月26日

	 長野県人事委員会委員長　青　木　　　悟

長野県人事委員会規則第９号

　　　職員の給与に関する規則及び職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

　（職員の給与に関する規則の一部改正）

第１条　職員の給与に関する規則（昭和45年長野県人事委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

　�　第38条第２項ただし書中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第２号中「以上」の次に「（満18歳に達する日後の最初の４月１

日から満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者にあつては、年額150万円程度以上）」を加える。

　　第38条の４を第38条の６とし、第38条の３を第38条の５とする。

　�　第38条の２の前の見出しを削り、同条を第38条の４とし、同条の前に見出しとして「（地域手当の支給地域等）」を加え、第38条の

次に次の２条を加える。

　　（任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合）

　第�38条の２　一般職員給与条例第16条第１項ただし書に規定する人事委員会が定める場合は、次条の規定の適用を受ける職員が引き

続き給料表の適用を受けることとなる場合（任命権者を異にして給料表の適用を受けることとなる場合を除く。）とする。

　　（支給の終期の特例）

　第�38条の３　一般職員給与条例第16条第２項に規定する人事委員会が定める場合は、扶養手当を受けている職員で離職の日又はその

翌日（当該翌日が県の休日（長野県の休日を定める条例（平成元年長野県条例第５号）第１条第１項に規定する県の休日をいう。

以下この条において同じ。）に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い県の休日でない日を含む。）に引き続き給料

表の適用を受けることとなる職員（当該適用の時点で、一般職員給与条例第13条本文に規定する職員たる要件を具備している職員

に限る。）が当該離職のみを理由として、一般職員給与条例第13条本文に規定する職員たる要件を欠くに至る場合とし、一般職員

給与条例第16条第２項に規定する人事委員会が定める日は、当該職員が給料表の適用を受けることとなつた日とする。
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　　第39条の４を第39条の５とし、第39条の３の次に次の１条を加える。

　　（自動車等使用者の支給額）

　第�39条の４　一般職員給与条例第19条第１項第２号に規定する人事委員会が定める額は、次の表に掲げる自動車等を使用する距離の

区分に応じ、当該区分に掲げる額とする。

自動車等を使用する距離 額

片道２キロメートル未満 2,460円

片道２キロメートル以上100 キロメートル未満
2,460円に２キロメートルを超える距離が１キロメートル増すごとに 680円
を加えた額

片道100 キロメートル以上 69,100円

　　別表第１の医療職給料表⑵の項中「及び診療エックス線技師」を削る。

　別表第２のエ中
「

を言 語 聴 覚 士
」

「

に、
言 語 聴 覚 士
義 肢 装 具 士

」

「

」

を

診療エツクス線
技師

短 大 卒
2.5 ５ ３ ４ ４

０ 2.5 ８ 11 15 19

義 肢 装 具 士 短大３卒
１ ５ ３ ４ ４

０ １ ６ ９ 14 18

歯 科 衛 生 士 短大３卒
１ ５ ３ ４ ４

０ １ ６ ９ 14 18

「

」

に改める。歯 科 衛 生 士

大 学 卒
５ ３ ４ ４

０ ５ ８ 12 16

短大３卒
１ ５ ３ ４ ４

０ １ ６ ９ 14 18

　�　別表第３の短大卒の１　短大３卒の項中⑹を削り、⑺を⑹とし、⑻から (22)までを１ずつ繰り上げ、同表の短大卒の２　短大２

卒の項中 (29)を削り、(30)を (29)とし、(31)から (36)までを１ずつ繰り上げる。

　別表第６のエ中
「

を言　語　聴　覚　士
」

「

に、
言　語　聴　覚　士
義　肢　装　具　士

」

「

」

を

診療エツクス線技師 短 大 卒 １　級　15　号　俸

義　肢　装　具　士 短 大 ３ 卒 １　級　21　号　俸

歯　科　衛　生　士 短 大 ３ 卒 １　級　21　号　俸

「

」

に改める。歯　科　衛　生　士
大 学 卒 ２　級　５　号　俸

短 大 ３ 卒 １　級　21　号　俸

　（職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

第２条　職員の給与に関する規則の一部を改正する規則（令和７年長野県人事委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

　　�附則第８項の前の見出し中「切替日」を「令和８年４月１日」に改め、同項第３号中「100分の 14」を「100分の 13」に改め、同

項第４号中「100分の 1.6」を「100分の 1.8」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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　住居手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和８年３月26日

	 長野県人事委員会委員長　青　木　　　悟

長野県人事委員会規則第10号

　　　住居手当に関する規則の一部を改正する規則

　住居手当に関する規則（昭和49年長野県人事委員会規則第30号）の一部を次のように改正する。

　第５条第２項に次のただし書を加える。

　　ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

　第６条を第８条とし、第５条の次に次の２条を加える。

　（任命権者において居住の実情を認定することができる場合）

第�６条　給与条例第17条の８第１項ただし書に規定する人事委員会が定める場合は、次条の規定の適用を受ける職員が引き続き給料表

の適用を受けることとなる場合（任命権者を異にして給料表の適用を受けることとなる場合を除く。）とする。

　（支給の終期の特例）

第�７条　給与条例第17条の８第２項に規定する人事委員会が定める場合は、住居手当を受けている職員で離職の日又はその翌日（当該

翌日が県の休日（長野県の休日を定める条例（平成元年長野県条例第５号）第１条第１項に規定する県の休日をいう。以下この条に

おいて同じ。）に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い県の休日でない日を含む。）に引き続き給料表の適用を受け

ることとなる職員（当該適用の時点で、給与条例第17条の６に規定する職員たる要件を具備している職員に限る。）が当該離職のみ

を理由として、同条に規定する職員たる要件を欠くに至る場合とし、給与条例第17条の８第２項に規定する人事委員会が定める日は、

当該職員が給料表の適用を受けることとなつた日とする。

　　　附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

人事委員会事務局

人事委員会事務局

　単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和８年３月26日

	 長野県人事委員会委員長　青　木　　　悟

長野県人事委員会規則第11号

　　　単身赴任手当に関する規則の一部を改正する規則

　単身赴任手当に関する規則（平成２年長野県人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

　第７条第２項に次のただし書を加える。

　　ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

　第７条に次の１項を加える。

３�　第１項の規定にかかわらず、任命権者において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として人事委員会が別に定

める場合には、同項の規定による届出を要しない。

　第９条第１項中「者が離職し、」を「者が離職した日（人事委員会が別に定める場合にあっては、当該離職した日以降の日で人事委

員会が別に定める日）」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。

人事委員会事務局

　職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和８年３月26日

	 長野県人事委員会委員長　青　木　　　悟

長野県人事委員会規則第12号

　　　職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部を改正する規則
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人事委員会事務局

　職員の勤務時間及び休暇等に関する規則（昭和27年長野県人事委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

　第９条の３第２項中「請求する部分休業の承認又は子育て部分休暇」を「請求する部分休業の承認又は条例第12条の４第２項に規定

する１日につき２時間を超えない範囲内で請求する子育て部分休暇（以下「第１種子育て部分休暇」という。）」に、「当該部分休業の

承認又は子育て部分休暇」を「当該部分休業の承認又は第１種子育て部分休暇」に改める。

　第９条の５の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（子育て部分休暇）」を付し、同条第１項中「単位は、30分」を「請求をしよ

うとする職員は、毎年４月１日から翌年３月31日までの期間ごとに、あらかじめ、第１種子育て部分休暇又は条例第12条の４第２項に

規定する１年につき職員の育児休業等に関する条例第22条に定める時間を超えない範囲内で請求する子育て部分休暇（第９条の７にお

いて「第２種子育て部分休暇」という。）のいずれの範囲内で当該期間における子育て部分休暇を請求するかを任命権者に申し出るもの」

に改め、同条中第３項を削り、第２項を第５項とし、第１項の次に次の３項を加える。

２�　前項の規定による申出をした職員は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同項の規定によ

る申出時に予測することができなかつた事実が生じたことにより当該申出の内容を変更しなければ当該職員の子であつて条例第12条

の４第１項各号に掲げるものの養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情がある場合に限り、当該申出の内容を変更するこ

とができる。

３�　第１項の規定による申出をした職員は、当該申出をした範囲内（前項の規定による変更をした場合にあつては、その変更後のもの）

において、子育て部分休暇の請求をすることができる。

４�　任命権者は、第１項の規定による申出時に予測することができなかつた事実が生じたことにより第２項の規定による変更をしなけ

れば同項に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該変更をしようとする職員

に対して証明書類の提出を求めることができる。

　第９条の５の次に次の２条を加える。

第９条の６　第１種子育て部分休暇の単位は、30分とする。

２�　第１種子育て部分休暇は、１日につき２時間（介護時間又は第８条第１項の表の第６号の事由に該当する休暇の承認を受けて勤務

しない時間がある日については、当該２時間から当該介護時間又は同号の事由に該当する休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じ

た時間）を超えない範囲内の時間とする。

第�９条の７　第２種子育て部分休暇の単位は、１時間とする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定める

時間数を第２種子育て部分休暇の単位とすることができる。

　⑴�　１回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であつて、当該勤務時間の全てについて承認の請求があつ

たとき　当該勤務時間の時間数

　⑵�　第２種子育て部分休暇の残時間数に１時間未満の端数がある場合であつて、当該残時間数の全てについて承認の請求があつたと

き　当該残時間数

　第10条第２項中「次条」を「第12条第１項及び第７項」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和８年４月１日から施行する。


